
＝
資
料
紹
介
＝
 
 

臨
時
財
産
税
創
設
に
関
す
る
 
 

日
本
税
務
協
会
の
建
議
書
に
つ
い
て
 
 

井
 
上
一
郎
 
 
 

（
謁
諜
貼
）
 
 
 



解
 
題
 
 

こ
こ
に
提
示
す
る
資
料
ほ
、
第
一
次
資
料
で
は
な
い
が
、
財
団
法
人
日
本
税
務
協
会
が
、
敗
戦
後
の
事
態
に
即
応
す
る
税
制
に
つ
い
て
 
 

調
査
研
究
し
た
結
果
、
・
財
産
税
等
の
創
設
を
適
当
と
し
て
大
蔵
大
臣
に
建
議
し
、
同
協
会
の
会
報
に
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
、
終
戦
に
と
も
な
う
国
土
の
荒
廃
の
中
で
、
民
間
の
側
か
ら
財
政
再
建
を
国
民
的
規
模
あ
る
い
は
国
 
 

民
的
理
解
の
も
と
で
考
え
よ
う
と
し
た
最
初
の
文
書
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
下
に
み
る
建
議
書
は
、
協
会
で
は
学
識
経
験
者
、
経
済
学
者
等
を
委
員
に
委
嘱
し
、
十
月
四
日
よ
り
十
一
月
八
日
ま
で
の
間
、
五
回
 
 

に
わ
た
り
協
会
本
部
に
各
委
員
の
参
集
を
求
め
、
税
制
調
査
委
貞
会
を
開
キ
協
会
幹
事
廣
に
対
し
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
 
 

建
議
は
、
そ
の
過
程
で
一
応
の
成
案
を
得
て
発
表
に
及
ん
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
会
報
一
三
・
一
四
・
一
五
合
併
号
三
二
頁
）
。
 
 
 

＊
 
 

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
や
多
く
の
著
作
物
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
再
言
の
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
補
足
 
 

的
に
み
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

ま
ず
、
戦
後
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
日
時
は
特
定
で
き
な
い
が
、
財
産
税
創
設
の
必
要
性
は
か
な
り
早
い
時
期
に
お
い
て
、
主
税
局
で
 
 

は
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
社
団
法
人
金
融
財
政
事
情
研
究
会
の
昭
和
二
十
六
年
七
月
三
十
日
に
行
わ
れ
た
「
戦
時
補
 
 

償
特
別
税
・
財
産
税
に
つ
い
て
」
故
渡
辺
喜
久
道
民
の
講
演
後
の
座
談
会
に
お
い
て
、
出
席
者
の
一
人
青
田
〔
信
邦
〕
国
庫
課
長
の
次
の
 
 

発
言
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

青
田
 
ぼ
く
は
渡
辺
さ
ん
が
来
ら
れ
た
と
き
に
課
が
か
わ
っ
た
。
終
戦
前
か
ら
も
ー
松
隈
さ
ん
も
よ
く
言
っ
て
お
ら
れ
た
が
－
戦
争
が
済
 
 
 

ん
だ
ら
財
産
税
で
行
か
な
け
れ
ば
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
う
ま
く
財
政
が
処
理
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
こ
と
は
、
ご
れ
は
戦
時
中
 
 

四
〇
三
 
 
 



四
〇
四
 
 
 

か
ら
の
主
税
局
の
主
張
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
イ
ン
フ
レ
問
題
、
戦
後
町
富
の
公
平
な
分
配
問
題
、
こ
う
い
う
も
の
が
議
論
 
 
 

の
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
戦
争
が
終
っ
て
み
ま
す
と
、
財
産
税
の
必
要
は
い
よ
い
よ
痛
感
さ
れ
ま
し
た
し
、
…
…
財
産
税
は
何
 
 
 

ら
か
の
形
で
起
す
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
の
で
す
。
財
産
税
は
主
税
局
の
最
後
の
切
札
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
 
 

二
九
四
五
年
一
〇
月
二
四
日
綜
合
計
画
局
＜
内
閣
調
査
局
・
口
述
資
料
＞
か
ら
主
税
局
へ
転
勤
 
 
 

財
産
税
創
設
が
主
税
局
の
切
札
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
故
前
尾
繁
三
郎
氏
が
、
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
大
蔵
省
一
〇
〇
周
年
記
念
号
（
昭
四
 
 

四
・
一
一
？
恥
8
・
六
〇
貢
）
」
に
寄
稿
さ
れ
て
い
る
「
占
領
下
の
税
務
の
思
い
出
」
の
中
で
も
、
よ
り
具
体
的
に
、
当
時
の
氏
の
 
 

立
場
か
ら
と
は
い
え
、
財
産
税
の
創
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

…
…
八
月
十
五
日
の
終
戦
の
詔
勅
を
聞
く
と
と
も
に
、
大
蔵
省
全
員
が
歩
い
て
宮
城
前
の
広
場
に
出
か
け
、
皆
で
お
託
び
の
最
敬
礼
 
 
 

を
し
て
帰
る
と
同
時
に
、
私
は
青
田
信
邦
君
や
、
忠
佐
市
君
の
事
務
官
始
め
課
員
の
諸
君
に
、
今
日
か
ら
は
、
財
産
税
と
売
上
税
の
研
 
 
 

究
を
始
ぬ
よ
う
…
…
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
す
ぐ
第
一
次
欧
州
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
と
同
様
の
状
態
が
く
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
 
 
 

る
。
財
産
税
を
考
え
た
第
一
の
理
由
ほ
、
戦
後
わ
れ
わ
れ
に
ほ
ど
ん
な
賠
償
が
課
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
そ
れ
に
対
し
て
は
大
規
 
 
 

模
で
、
し
か
も
大
幅
な
弾
力
性
を
待
っ
た
臨
時
的
な
税
種
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
当
然
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
、
一
回
 
 
 

限
り
の
実
質
的
財
産
税
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
非
常
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
く
る
こ
と
も
必
至
で
 
 
 

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
規
模
も
大
き
く
、
な
る
べ
く
弾
力
性
の
あ
る
経
常
的
な
税
種
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
そ
れ
に
は
経
常
 
 
 

的
な
、
紗
式
的
財
産
税
と
売
上
税
を
考
え
る
以
外
に
は
な
い
と
思
っ
た
。
 
 
 

財
産
税
の
構
想
は
主
税
局
に
お
い
て
は
戦
後
の
財
政
処
理
に
お
け
る
切
札
と
し
て
、
か
な
り
以
前
か
ら
底
流
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 
 



さ
て
、
日
本
税
務
協
会
が
発
表
し
た
財
産
税
の
構
想
に
対
し
て
は
、
主
要
各
紙
は
好
意
的
な
反
応
を
示
す
が
、
な
か
で
も
「
日
本
産
業
 
 

経
済
」
 
（
現
・
日
本
経
済
新
聞
）
は
、
大
蔵
省
の
外
郭
団
体
た
る
税
務
協
会
が
成
案
を
発
表
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。
と
の
べ
て
 
 

い
る
。
 
 

（
注
）
 
 
 

日
本
税
務
協
会
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
大
蔵
省
が
模
索
 

知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
の
「
昭
和
財
政
史
・
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
 
 

が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
十
月
三
十
日
の
建
議
の
あ
っ
た
頃
の
状
勢
を
年
表
的
に
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

八
月
一
五
日
 
 

一
〇
月
四
日
 
 

九
日
 
 

一
〇
日
 
連
合
軍
、
臨
時
軍
事
費
の
廃
止
、
軍
需
企
業
等
戦
時
利
得
者
に
対
し
戦
時
利
得
税
徴
収
等
の
内
意
を
大
蔵
省
に
伝
達
 
 

一
四
日
 
渋
沢
大
蔵
大
臣
、
官
邸
へ
大
内
兵
衛
、
中
山
伊
知
郎
両
氏
を
招
致
、
財
政
の
戦
後
処
理
に
つ
き
意
見
を
交
換
、
大
内
氏
補
 
 

償
の
問
題
に
つ
き
示
唆
 
 

一
五
日
 
G
H
q
・
E
S
S
 
ク
レ
ー
マ
一
局
長
、
財
閥
解
体
と
戦
時
利
得
の
没
収
に
つ
き
見
解
を
発
表
 
 

愛
知
揆
一
財
政
再
建
対
策
要
目
を
作
成
、
国
債
処
理
、
企
業
補
償
等
処
理
、
財
産
税
創
設
専
一
三
項
目
を
掲
げ
る
。
 
 

一
七
日
 
大
内
兵
衛
元
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
「
渋
沢
新
蔵
相
に
与
う
」
と
題
し
「
戦
時
補
償
の
打
切
り
に
つ
い
 
 

四
〇
五
 
 
 

前
尾
主
税
局
第
一
課
長
、
戦
後
財
政
再
建
の
た
め
財
産
税
、
売
上
税
の
必
要
性
を
発
言
 
 

日
本
税
務
協
会
、
税
制
調
査
委
員
会
開
催
、
以
後
「
一
月
八
日
ま
で
五
回
開
催
 
 

幣
原
内
閣
成
立
 
 

渋
沢
大
蔵
大
臣
、
軍
需
補
償
額
一
千
億
円
を
支
払
い
、
そ
れ
を
財
産
税
で
吸
収
し
う
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
大
臣
就
任
を
 
 

承
諾
し
た
と
い
㌢
。
 
 



四
〇
六
 
 

て
蛮
勇
を
振
え
」
と
訴
え
た
。
 
 
 

二
四
日
 
大
内
兵
衛
、
E
S
S
に
「
日
本
財
政
策
」
を
提
出
。
戦
時
補
償
の
打
切
り
、
戦
争
利
得
の
排
除
（
財
産
税
）
を
実
行
し
な
 
 

い
限
り
財
政
再
建
は
困
難
と
主
張
 
 

主
税
局
に
 
（
財
産
税
等
新
税
の
）
企
画
室
新
設
、
渡
辺
喜
久
造
主
査
と
な
る
。
（
こ
の
頃
、
主
税
局
で
は
財
産
税
第
一
案
 
 

が
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
渡
辺
喜
久
造
、
西
原
直
廉
、
杉
山
知
五
郎
、
大
平
正
芳
、
財
政
再
建
に
関
す
 
 

る
意
見
書
、
覚
書
等
を
作
成
）
 
 
 

以
上
、
簡
単
に
事
態
の
推
移
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
の
財
産
税
創
設
の
構
想
は
、
占
領
軍
の
指
令
発
出
前
に
、
財
政
再
建
の
必
要
 
 

上
当
然
の
措
置
と
し
て
要
路
者
の
間
で
は
研
究
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
う
え
に
占
領
軍
の
指
令
が
、
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
し
て
、
事
態
が
回
転
 
 

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

資
料
の
解
題
と
し
て
は
思
わ
ぬ
量
に
な
っ
た
。
ご
海
容
の
程
を
お
供
い
す
る
。
 
 

税
制
に
関
す
る
建
議
書
 
 

惟
ふ
に
我
国
現
行
の
税
制
は
戦
時
勿
忙
の
間
た
於
け
る
増
税
に
次
ぐ
増
税
の
為
屡
次
の
応
急
的
改
正
を
重
ね
た
る
結
果
の
も
の
に
し
て
 
 

早
晩
其
の
大
改
革
を
要
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
何
人
も
之
を
認
む
る
所
な
り
。
然
る
に
我
国
ほ
現
に
味
古
未
曽
有
の
国
情
の
大
転
換
期
に
 
 

直
面
し
今
後
将
来
の
推
移
を
遽
に
断
ず
べ
く
も
非
ら
す
、
従
て
全
面
且
根
本
的
の
税
制
整
理
は
姑
く
之
を
後
日
に
譲
ら
さ
る
を
得
ず
、
然
 
 

し
な
が
ら
 
 
 



一
、
終
戦
直
後
の
国
情
に
看
て
、
国
民
の
租
税
負
担
は
須
く
先
つ
之
を
富
裕
階
級
及
戦
時
利
得
者
に
よ
り
多
く
需
め
依
て
以
て
国
家
財
政
 
 
 

泣
に
国
民
経
済
上
の
要
望
に
応
へ
併
せ
て
戦
争
に
困
る
多
数
の
不
幸
な
る
犠
牲
者
と
の
均
衡
を
企
図
す
る
の
要
緊
切
な
る
も
の
あ
り
、
 
 
 

即
ち
別
記
臨
時
財
産
税
の
如
き
を
設
定
す
る
を
得
策
且
妥
当
な
る
も
の
と
借
ず
、
 
 

（
マ
こ
 
 

二
、
之
と
同
時
に
既
往
の
実
績
に
梧
へ
或
は
当
面
の
国
情
に
照
し
現
行
税
制
中
差
当
り
収
正
整
備
を
要
す
る
も
の
即
ち
 
 
 

H
 
税
制
の
可
及
的
簡
素
且
通
俗
化
 
 
 

0
 
国
情
の
転
換
に
伴
ふ
国
民
各
方
面
各
階
級
の
納
税
負
担
の
権
衡
保
持
 
 
 

⇔
 
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
其
の
他
の
緊
急
国
策
の
遂
行
に
必
要
有
効
な
る
租
税
政
策
の
運
営
 
 
 

相
 
戦
争
に
因
る
犠
牲
者
－
戦
病
死
者
、
罷
災
者
、
離
職
者
等
に
対
す
る
税
の
減
免
 
 
 

国
 
教
税
手
続
上
納
税
老
に
迷
惑
又
は
苦
痛
を
与
ふ
る
か
如
き
も
の
の
厳
格
な
る
排
除
 
 
 

内
 
徴
税
機
関
を
整
備
拡
充
し
税
務
行
政
の
円
満
を
期
す
る
に
依
る
課
税
の
適
正
と
充
実
 
 
 

右
を
其
の
主
要
な
る
も
の
と
す
 
 
 

敲
上
の
趣
旨
に
依
り
当
協
会
税
制
調
査
委
員
会
に
於
て
慎
重
審
議
し
た
る
結
果
は
即
ち
別
紙
の
通
り
に
有
之
依
て
葱
に
案
の
概
要
を
具
 
 

し
、
及
建
議
侯
也
。
 
 
 

昭
和
二
十
年
十
月
三
十
日
 
 

財
団
法
人
 
日
本
税
務
協
会
 
 

会
長
 
勝
 
 
正
 
憲
 
 

四
〇
七
 
 
 



四
〇
八
 
 

「
別
紙
」
 
 

税
制
整
理
に
関
す
る
痴
査
 
 

第
一
調
査
方
針
 
 

一
国
情
の
転
換
に
伴
ふ
税
制
の
全
面
且
根
本
的
改
革
は
固
よ
り
当
然
の
こ
と
に
属
す
る
も
事
態
の
推
移
と
其
の
落
着
を
暫
く
侯
つ
の
要
 
 
 

あ
り
と
な
す
こ
と
。
 
 

二
 
然
し
な
が
ら
 
 

H
 
現
行
の
税
制
は
戦
時
賂
急
の
要
に
応
す
る
増
税
復
増
税
の
勿
忙
た
る
数
次
の
改
正
に
よ
る
歪
曲
的
の
も
の
に
し
て
之
を
仇
存
続
施
 
 
 

行
す
べ
く
も
非
ら
ざ
る
と
同
時
に
国
情
の
転
換
に
ょ
り
此
際
根
本
的
又
は
応
急
的
に
其
の
改
革
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
き
立
案
す
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

0
 
特
に
刻
下
喫
緊
の
国
策
た
る
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
防
止
平
和
産
業
の
助
長
振
興
戦
災
者
等
に
対
す
る
負
担
の
減
免
等
に
関
 
 

す
る
税
制
上
の
運
営
に
付
調
査
研
究
を
遂
げ
る
こ
と
。
 
 
 

日
 
而
し
て
又
戟
後
財
政
の
確
立
を
期
す
る
必
要
上
或
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
と
し
て
著
は
戦
争
に
困
る
特
殊
の
受
益
致
富
者
等
 
 
 

に
対
す
る
反
給
付
的
要
求
と
し
て
の
課
税
等
に
属
す
る
各
其
の
適
当
な
る
増
税
（
新
税
共
）
を
研
究
す
る
こ
と
。
 
 

三
 
尚
此
際
特
に
望
ま
し
き
こ
と
は
現
行
租
税
法
規
の
繁
雑
不
備
と
税
務
行
政
の
不
円
滑
に
困
る
納
税
者
の
困
惑
と
課
税
の
不
当
不
合
理
 
 
 

な
る
も
の
等
を
此
機
会
に
於
て
総
て
之
を
是
正
す
る
方
針
を
以
て
在
む
こ
と
。
 
 

第
二
 
調
査
要
項
 
 
 



H
 
現
行
税
制
中
改
正
を
要
す
と
認
め
ら
る
ゝ
事
項
 
 

一
貯
蓄
増
強
の
為
預
貯
金
利
子
に
対
す
る
分
類
所
得
税
は
後
記
三
の
一
般
的
整
理
と
共
に
据
置
三
年
迄
は
税
率
の
引
下
を
為
し
同
三
 
 
 

年
を
超
ゆ
る
長
期
貯
蓄
預
金
利
子
に
対
し
て
ほ
分
類
所
得
税
免
除
の
制
度
を
設
く
る
こ
と
。
尚
国
債
地
方
債
利
子
に
付
て
も
分
頬
所
 
 

得
税
の
税
率
の
引
下
を
為
す
こ
と
。
 
 
 

二
 
終
戦
に
因
り
急
速
転
換
を
要
す
る
諸
産
業
を
考
慮
し
所
得
税
法
第
五
条
及
営
業
税
法
第
十
二
条
等
の
免
税
種
目
を
調
整
す
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

三
 
分
類
所
得
税
の
税
率
を
適
度
に
引
上
ぐ
る
こ
と
。
但
し
勤
労
所
得
ほ
比
較
的
低
め
に
し
同
時
に
綜
合
所
得
税
に
於
け
る
一
割
控
除
 
 

は
之
を
廃
止
す
る
こ
と
。
 
 
 

四
 
自
家
用
住
宅
に
付
て
は
其
の
見
積
所
得
に
付
分
類
所
得
税
及
綜
合
所
得
税
を
課
税
す
る
こ
上
。
 
 

現
行
所
得
税
法
に
於
て
は
借
地
借
家
居
住
者
と
百
己
所
有
の
土
地
家
屋
居
住
者
と
の
間
に
課
税
の
区
別
を
設
け
さ
る
も
後
者
は
前
 
 
 

者
に
比
し
借
地
料
又
は
借
家
料
を
支
払
は
す
し
て
居
住
し
生
活
し
得
る
の
消
極
的
利
益
あ
る
を
以
て
負
担
の
均
衡
上
自
家
用
住
宅
に
 
 
 

対
し
て
は
其
の
土
地
家
屋
（
別
荘
等
を
含
む
。
）
を
見
積
り
適
宜
の
課
税
を
為
す
こ
と
。
 
 
 

五
 
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
税
率
及
資
本
に
対
す
る
法
人
税
の
税
率
を
適
度
に
引
上
く
る
こ
と
。
 
 
 

六
 
法
人
の
臨
時
利
得
税
を
法
人
税
に
統
合
し
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
中
資
本
金
額
に
対
し
年
百
分
の
八
程
度
を
超
過
し
た
る
金
 
 

額
を
以
て
超
過
所
得
金
額
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

七
 
特
別
法
人
税
を
廃
止
し
法
人
税
に
統
合
す
る
こ
と
。
但
し
税
率
は
普
通
法
人
ま
り
低
率
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

八
 
相
続
税
に
付
て
は
例
え
ば
家
督
相
続
に
付
「
千
万
円
を
超
ゆ
る
金
額
」
 
「
二
千
万
円
を
超
ゆ
る
金
額
」
 
「
五
千
万
円
を
超
ゆ
る
金
 
 

四
〇
九
 
 
 



四
一
〇
 
 

額
」
 
の
四
階
級
を
追
加
す
る
等
其
の
適
宜
な
る
改
正
を
行
ふ
こ
と
。
 
 
 

九
 
配
当
利
子
特
別
税
及
外
貨
債
特
別
税
ほ
之
を
廃
止
す
る
こ
と
。
 
 

一
〇
 
通
行
税
は
之
を
倍
額
程
度
に
引
上
く
る
こ
と
。
 
 

一
一
酒
税
町
付
て
は
之
を
倍
額
程
度
に
増
額
す
る
こ
と
。
同
時
に
供
給
量
を
相
当
増
加
せ
し
む
る
方
途
を
話
す
る
こ
と
。
 
 

一
二
 
砂
糖
消
費
税
は
現
行
税
率
極
め
て
低
き
に
失
す
る
を
以
て
相
当
高
率
に
引
上
る
こ
と
。
 
 

一
三
 
物
品
税
遊
興
飲
食
税
及
入
場
税
に
付
て
は
現
行
税
率
の
ま
1
と
し
脱
税
道
税
の
行
は
れ
ざ
る
様
其
の
徴
収
手
続
の
完
備
を
期
し
 
 

課
税
の
公
平
と
適
実
を
期
す
る
こ
と
。
 
 

一
四
 
地
租
家
屋
税
の
税
率
を
適
当
に
引
上
げ
同
時
に
分
与
税
の
運
営
に
付
考
究
す
る
こ
と
。
 
 

一
五
 
市
町
村
民
税
の
制
限
を
緩
和
し
納
税
者
一
人
当
平
均
の
最
高
額
（
人
口
五
十
万
以
上
の
市
一
二
円
、
其
の
他
の
市
九
円
、
町
村
 
 
 

六
円
）
及
納
税
者
の
最
高
納
（
税
額
人
口
五
十
万
以
上
の
市
二
千
円
其
の
他
の
市
千
五
首
円
、
町
村
千
円
）
を
五
倍
程
度
に
引
上
ぐ
 
 

る
こ
と
。
 
 

0
 
新
税
の
創
設
 
 

一
臨
時
財
産
税
其
の
要
領
別
紙
．
の
通
り
。
 
 

臼
 
其
の
他
一
般
事
項
 
 

一
各
種
税
法
は
命
令
等
に
委
任
し
た
る
事
項
多
く
為
に
一
般
納
税
者
に
於
て
之
を
理
解
す
る
こ
と
困
難
な
る
も
の
砂
し
と
せ
ず
。
依
 
 

て
適
当
に
之
を
改
正
す
る
こ
と
。
 

二
 
戦
災
又
は
戦
争
終
結
に
困
る
失
業
等
の
為
資
力
著
し
く
減
少
し
た
る
も
の
に
対
し
賦
課
徴
収
上
特
別
の
措
置
を
講
．
す
る
こ
と
。
 
 
 



一
 
創
設
の
趣
旨
 
 
 

戦
争
に
困
る
移
多
の
不
幸
な
る
犠
牲
者
（
戦
病
死
者
、
羅
災
者
、
離
職
者
等
）
ぁ
る
其
の
反
面
に
戦
争
に
困
る
致
富
者
（
所
謂
軍
需
 
 

成
金
等
）
も
亦
相
当
に
存
在
し
或
は
又
戦
争
成
金
た
ら
さ
る
も
空
襲
等
の
厄
を
免
れ
生
命
財
産
の
安
全
な
る
を
得
た
る
無
難
者
の
存
す
 
 

る
あ
り
。
即
ち
現
時
の
我
国
民
中
に
は
幸
不
幸
全
く
其
の
趣
を
異
た
す
る
二
者
の
別
あ
り
、
此
の
顕
著
な
る
不
平
等
を
調
整
す
る
こ
と
 
 

四
一
一
 
 
 

三
 
団
体
諮
問
の
制
度
を
一
層
普
及
活
用
す
る
こ
と
。
 
 

四
 
税
務
官
吏
を
大
増
員
し
素
質
の
向
上
を
図
り
調
査
及
取
締
を
徹
底
せ
し
め
課
税
の
公
平
と
充
実
を
期
す
る
こ
と
。
 
 

五
 
多
年
堅
旦
り
多
額
の
納
税
を
為
し
来
り
た
る
者
に
対
し
精
神
的
優
遇
（
栄
典
褒
賞
）
制
度
の
実
現
を
考
慮
す
る
こ
と
。
 
 

六
 
所
得
標
準
率
及
各
税
に
関
す
る
取
扱
方
通
牒
を
公
開
す
る
こ
と
。
 
 

七
 
官
民
相
互
の
便
宜
と
貯
蓄
奨
励
及
滞
納
防
止
の
一
方
法
と
し
て
地
租
家
屋
税
等
に
付
一
定
期
間
分
（
凡
そ
五
ケ
年
分
以
内
の
程
度
 
 
 

に
於
て
）
前
納
の
制
度
を
設
く
る
こ
と
。
 
 

八
 
所
得
税
営
業
税
法
人
税
相
続
税
等
の
課
税
標
準
の
決
定
正
対
す
る
審
査
の
決
定
後
に
於
け
る
減
免
申
請
過
誤
納
税
金
の
還
付
請
求
 
 
 

等
あ
り
た
る
場
合
に
於
て
政
府
は
一
定
の
期
間
内
（
一
ケ
年
程
度
）
に
処
理
を
要
す
る
こ
と
。
但
し
特
別
の
事
由
に
困
り
此
の
期
間
 
 
 

内
に
処
理
し
能
は
ぎ
る
場
合
は
其
の
事
由
、
処
分
決
定
見
込
時
期
等
を
本
人
に
通
知
す
る
を
要
す
と
為
す
筆
の
途
を
開
く
こ
と
。
 
 

「
別
紙
」
 
 

臨
時
財
産
税
（
新
税
）
案
 
 



四
二
一
 
 
 

は
終
軌
処
理
施
策
の
緊
要
な
る
も
の
に
属
し
即
ち
其
の
財
的
億
倖
者
に
対
す
る
特
別
の
課
税
（
此
際
一
時
限
の
財
産
課
税
）
．
ほ
同
時
に
 
 
 

偶
々
以
て
現
下
の
国
家
財
政
泣
国
民
経
済
上
の
時
局
的
要
求
に
も
適
合
す
と
為
す
を
得
べ
し
。
 
 

二
 
課
税
法
の
要
額
 
 
 

H
 
納
税
義
務
者
 
 

帝
国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
及
帝
国
内
に
住
所
を
有
せ
さ
る
も
帝
国
内
に
財
産
を
有
す
る
個
人
 
 

帝
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
に
し
て
0
の
丙
に
該
当
す
る
財
産
を
有
す
る
も
の
 
 
 

⇔
 
課
税
の
対
象
 
 

甲
 
（
一
般
税
）
 
 

今
次
大
戦
の
終
結
当
時
個
人
の
所
有
に
係
は
る
一
定
額
（
－
例
之
十
五
万
円
－
）
以
上
の
財
産
（
正
味
財
産
）
 
 

乙
 
（
特
別
税
）
 
 

今
次
大
戦
の
終
期
に
於
け
る
個
人
の
財
産
価
額
（
正
味
財
産
価
額
）
が
其
の
始
期
に
於
け
る
財
産
（
正
味
財
産
価
額
）
の
一
定
 
 

割
合
－
例
之
十
五
割
－
に
相
当
す
る
金
額
及
特
別
控
除
額
十
万
円
の
合
計
額
を
超
過
す
る
場
合
の
其
の
超
過
部
分
に
属
す
る
財
産
 
 
 

丙
 
今
次
大
戦
の
終
期
に
於
て
帝
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
の
財
産
価
額
（
正
味
財
産
）
が
当
該
法
人
の
株
 
 

式
の
時
価
総
額
を
超
過
す
る
場
合
の
其
の
超
過
額
 

日
 
課
税
の
対
象
と
な
 

イ
 
動
産
・
不
動
産
及
船
舶
 
 

口
 
有
価
証
券
、
預
貯
金
、
貸
金
其
の
他
の
債
権
及
現
金
 
 
 



ハ
 
地
上
権
永
小
作
権
、
其
の
他
不
動
産
上
の
権
利
 
 

鉱
業
権
及
漁
業
権
等
 

ニ
特
許
権
其
の
他
の
価
値
を
見
積
り
得
る
特
殊
の
権
利
等
 
 

輯
 
財
産
の
評
価
 
 
 

イ
 
原
則
と
し
て
時
価
に
依
る
。
 
 
 

ロ
 
時
価
に
依
り
難
き
も
の
は
一
定
の
方
法
に
依
る
評
価
額
に
依
る
。
 
 

囲
 
財
産
価
額
中
よ
り
控
除
せ
ら
る
る
金
額
 
 
 

イ
 
債
務
 
 
 

口
 
当
該
財
産
に
付
課
税
せ
ら
れ
た
る
租
税
公
課
の
未
納
額
 
 
 

ハ
 
終
戦
後
の
一
定
期
間
に
於
て
終
戦
に
困
り
又
は
之
に
準
ず
べ
き
困
由
に
基
く
こ
と
の
明
白
な
る
損
失
 
 

内
 
課
税
最
低
限
 
 
 

イ
 
甲
 
（
一
般
税
）
財
産
価
額
十
五
万
円
（
又
は
十
万
円
）
基
礎
控
除
 
 
 

口
 
乙
 
（
特
別
税
）
現
有
財
産
価
額
二
十
五
万
円
 
 
 

り
 
即
ち
乙
に
付
で
は
現
有
財
産
価
額
が
基
準
財
産
価
額
の
十
五
割
相
当
額
及
特
別
控
除
額
十
万
円
の
合
計
額
を
超
ゆ
る
も
現
有
 
 

財
産
価
額
二
十
五
万
円
以
内
な
る
と
き
は
課
税
せ
ず
。
 
 
 

伺
 
現
有
財
産
価
額
が
二
十
五
万
円
以
上
な
る
も
其
の
基
準
財
産
価
額
に
対
す
る
十
五
割
相
当
額
及
特
別
控
除
額
十
万
円
の
合
計
 
 

額
以
内
の
も
の
は
固
よ
り
課
税
せ
ず
。
 
 

四
〓
二
 
 
 



四
一
四
 
 

観
 
前
記
の
財
産
価
額
は
既
記
囲
の
控
除
金
額
を
差
引
た
る
も
の
と
す
。
 
 
 

ハ
．
丙
 
な
し
 
 

掴
 
課
税
価
額
の
調
査
 
 

納
税
義
務
者
の
申
告
に
依
る
を
本
旨
と
し
税
務
署
に
於
て
は
相
続
税
の
例
及
所
得
調
査
等
の
関
連
的
調
査
を
以
て
す
。
 
 

㈹
 
税
率
 
 
 

甲
（
一
般
税
）
 
百
分
の
二
十
程
度
 
 
 

乙
（
特
別
税
）
 
百
分
の
七
十
程
度
 
 
 

百
分
の
五
十
程
度
 

丙
 
 

㈹
 
納
税
 
 

随
時
一
時
納
め
 
但
し
税
額
大
な
る
も
の
は
五
年
以
内
の
年
賦
延
納
と
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。
（
現
物
納
付
も
考
慮
）
 
 

〔
以
上
〕
 
 

輯
 
財
団
法
人
日
本
税
務
協
会
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
が
参
考
と
な
る
。
 
 

H
 
拙
稿
『
戯
後
租
税
行
政
史
稿
り
』
拓
殖
大
学
「
経
営
経
理
研
究
「
一
五
号
（
昭
五
〇
）
八
－
九
頁
靭
七
 
 

⇔
 
拙
稿
『
占
領
初
期
の
租
税
行
政
』
 
「
共
同
研
究
 
日
本
占
領
軍
 
そ
の
光
と
影
上
巻
所
収
」
現
代
史
出
版
会
（
昭
五
三
）
二
田
七
貢
以
下
参
照
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